
四街道市文化センター収容人数の緩和について 

 

千葉県の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請の緩和に伴い、催事開催時の

収容人数（定員の 50％以下）が、収容率 100％に緩和されます。 

緩和に関する条件及び、対象となる催事・施設は下記のとおりです。 

 

期  間  令和２年１２月１日から令和３年２月末まで 

 

施  設  会議室・大ホール 

 

対象催事  大声での歓声・声援等がないことが前提の催事 

    例 ホール  クラシック音楽・演劇・舞踊・伝統芸能・芸能演芸・公演・式典等 

    例 会議室  会議・研修・講習・サークル活動等  

 

条  件  ①消毒を徹底してください。 

②マスク着用率１００％を担保してください。 

③参加者・出演者へは、検温等により有症状者の出演や入場を防止してください。 

      ④大声を出す方への抑制として、個別に注意するなどの体制を整備してください。 

⑤入退場時、及び休憩時における密集の防止。 

⑥換気対策として、支障の無い範囲で、扉・窓を開放してください。 

⑦利用に伴う、公共交通機関や飲食店の分散利用を注意喚起してください。昼休 

憩や打ち上げなどの飲食では、3 密防止を図ってください。       

⑧出演者、観客間の接触、飛沫感染リスクの排除として、楽屋の出待ちや握手会等 

は行わないでください。 

   

       

※今後、コロナウイルス感染状況や社会的状況を踏まえ、上記の緩和制限などに急遽、 

変更があり得ますので、予めご了承ください。 
 


